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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　可撓性を有し、画像光が投影されるスクリーン本体と、
　前記スクリーン本体に張力を付与するアーム部材と、
　前記スクリーン本体の対向する両端部を規制して支持する支持部と、を備えたスクリー
ンにおいて、
　前記アーム部材の一方の端部には、第１接続部を備え、
　前記支持部には、第２接続部を備え、
　前記第１接続部と前記第２接続部との着脱により、前記アーム部材と前記スクリーン本
体との着脱を行ない、
　前記スクリーン本体の略中央に配置される固定支柱と、前記固定支柱に設置されて前記
アーム部材の他方の端部を着脱自在に固定するアーム固定部と、を備え、
　前記アーム部材の他方の端部側には、第１固定部を有し、
　前記アーム固定部は、前記アーム部材の他方の端部を支持するアーム支持部と、前記第
１固定部と協働して前記アーム部材の他方の端部を前記アーム支持部に固定する第２固定
部と、を有し、
　前記第１固定部は凹部を有し、
　前記第２固定部は、前記凹部に係合する凸部が形成された第２ばね部材を有する
ことを特徴とするスクリーン。
【請求項２】
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　可撓性を有し、画像光が投影されるスクリーン本体と、
　前記スクリーン本体に張力を付与するアーム部材と、
　前記スクリーン本体の対向する両端部を規制して支持する支持部と、を備えたスクリー
ンにおいて、
　前記アーム部材の一方の端部には、第１接続部を備え、
　前記支持部には、第２接続部を備え、
　前記第１接続部と前記第２接続部との着脱により、前記アーム部材と前記スクリーン本
体との着脱を行ない、
　前記スクリーン本体の略中央に配置される固定支柱と、前記固定支柱に設置されて前記
アーム部材の他方の端部を着脱自在に固定するアーム固定部と、を備え、
　前記アーム部材の他方の端部側には、第１固定部を有し、
　前記アーム固定部は、前記アーム部材の他方の端部を支持するアーム支持部と、前記第
１固定部と協働して前記アーム部材の他方の端部を前記アーム支持部に固定する第２固定
部と、を有し、
　前記第１固定部は、凸部が形成された第３ばね部材を有し、
　前記第２固定部は、前記凸部に係合する凹部を有することを特徴とするスクリーン。
【請求項３】
　請求項１または請求項２に記載のスクリーンであって、
　前記第１接続部は、前記アーム部材の一方の端部から、前記アーム部材に沿った方向に
当該第１接続部の本体を付勢する第１ばね部材を有することを特徴とするスクリーン。
【請求項４】
　請求項１または請求項２に記載のスクリーンであって、
　前記スクリーンが設置される設置面に当接し、前記固定支柱に接続して前記スクリーン
を起立させて支持する脚部を有する支持脚を備えることを特徴とするスクリーン。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、スクリーンに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、可撓性を有するスクリーン本体の４つのコーナ部を支持することで、スクリーン
本体に張力を付与して使用するスクリーンが知られている。このようなスクリーンは、可
搬式のスクリーンであり、例えば、スクリーン本体やスクリーン本体に張力を付与する部
材や支持脚などで構成されており、各々分解されて運搬（持ち運び）や保管が行なわれる
。使用時には、使用者により組み立てられて使用される。
【０００３】
　なお、特許文献１には、収納部と、収納部の周縁から四方に伸縮自在に伸びる４つの伸
縮手段と、伸縮手段の先端に角部が着脱可能に取着されて形状自在に折畳み可能なスクリ
ーンと、を有しており、伸長時には、伸縮手段がスクリーンを面状に展張するようにした
可搬式スクリーン装置が開示されている。
【０００４】
【特許文献１】特開２００３－３１５９２０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかし、特許文献１に記載の可搬式スクリーン装置では、収納部や伸縮手段の構成が複
雑となり易く、また、スクリーン本体は折り畳んだ形態で運搬や保管が行なわれることに
より、折り癖が付き易くなるなどの課題があった。また、同様の可搬式スクリーン装置に
おいて、分解されたスクリーン本体は、巻き取った形態で運搬や保管が行なわれるため、
巻き癖が付き易くなるという課題があった。このようなスクリーン本体を張設した場合に
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は、折り癖や巻き癖などの影響により、スクリーン本体の面部に、皺（凹凸）が発生し易
くなり、面部の平面度も低下するという課題があった。従って、簡易な構成で、スクリー
ン本体を張設した場合、皺を低減させ平面度を向上させるスクリーンが要望されていた。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明は、上述した課題の少なくとも一部を解決するためになされたものであり、以下
の形態又は適用例として実現することが可能である。
【０００７】
　本発明のスクリーンは、
　可撓性を有し、画像光が投影されるスクリーン本体と、
　前記スクリーン本体に張力を付与するアーム部材と、
　前記スクリーン本体の対向する両端部を規制して支持する支持部と、を備えたスクリー
ンにおいて、
　前記アーム部材の一方の端部には、第１接続部を備え、
　前記支持部には、第２接続部を備え、
　前記第１接続部と前記第２接続部との着脱により、前記アーム部材と前記スクリーン本
体との着脱を行ない、
　前記スクリーン本体の略中央に配置される固定支柱と、前記固定支柱に設置されて前記
アーム部材の他方の端部を着脱自在に固定するアーム固定部と、を備え、
　前記アーム部材の他方の端部側には、第１固定部を有し、
　前記アーム固定部は、前記アーム部材の他方の端部を支持するアーム支持部と、前記第
１固定部と協働して前記アーム部材の他方の端部を前記アーム支持部に固定する第２固定
部と、を有し、
　前記第１固定部は凹部を有し、
　前記第２固定部は、前記凹部に係合する凸部が形成された第２ばね部材を有する
ことを特徴とする
【０００８】
　本発明のスクリーンによれば、第２固定部の有する第２ばね部材のばね性を利用して、
第２ばね部材に形成された凸部を第１固定部の有する凹部に係合することにより、アーム
部材をアーム支持部に簡易な構成で確実に固定することができる。逆に、アーム部材をア
ーム支持部から外すことが簡単に行なえる。これにより、アーム部材のアーム固定部への
着脱が簡易な構成で確実に行なうことができる。
【０００９】
　［適用例２］上記適用例に係るスクリーンにおいて、アーム部材の一方の端部には、第
１接続部を備え、支持部には、第２接続部を備え、第１接続部と第２接続部との着脱によ
り、アーム部材とスクリーン本体との着脱を行なうことが好ましい。
【００１０】
　このような構成によれば、アーム部材の一方の端部に備える第１接続部と、支持部に備
える第２接続部との着脱という簡易な操作でアーム部材とスクリーン本体との着脱が行な
える。例えば、第１接続部と第２接続部とを互いに係合して接続することにより、スクリ
ーン本体に張力を付与し、皺の発生を低減させて張設することができる。また、例えば、
互いの係合を外すことにより、アーム部材からスクリーン本体を外す（分解する）ことが
できる。
【００１１】
　［適用例３］上記適用例に係るスクリーンにおいて、第１接続部は、アーム部材の一方
の端部から、アーム部材に沿った方向に第１接続部の本体を付勢する第１ばね部材を有す
ることが好ましい。
【００１２】
　このような構成によれば、第１接続部の本体をアーム部材の一方の端部からアーム部材
に沿った方向に付勢することで突出可能とする第１ばね部材を、第１接続部に有すること
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で、第１接続部は、スクリーン本体に対して張力を更に付与することができる。これによ
り、スクリーン本体の折り癖や巻き癖による皺の発生を更に低減することができ、平面度
を更に向上させることができる。
【００１３】
　［適用例４］上記適用例に係るスクリーンにおいて、スクリーン本体の略中央に配置さ
れる固定支柱と、固定支柱に設置されてアーム部材の他方の端部を着脱自在に固定するア
ーム固定部と、を備え、アーム部材の他方の端部側は、第１固定部を有し、アーム固定部
には、アーム部材の他方の端部を支持するアーム支持部と、第１固定部と協働してアーム
部材の他方の端部をアーム支持部に固定する第２固定部と、を有することが好ましい。
【００１４】
　このような構成によれば、アーム部材の他方の端部を着脱自在に固定するアーム固定部
は、固定支柱に設置される。また、アーム部材の他方の端部側に有する第１固定部を、ア
ーム固定部に有する第２固定部により、アーム固定部のアーム支持部に固定する。これに
より、アーム部材の他方の端部を確実にアーム支持部に支持して確実に固定することがで
きる。また、アーム固定部からアーム部材を外す（分解する）こともできる。
【００１５】
　［適用例５］上記適用例に係るスクリーンにおいて、第１固定部は凹部を有し、第２固
定部は、凹部に係合する凸部が形成された第２ばね部材を有することが好ましい。
【００１６】
　このような構成によれば、第２固定部の有する第２ばね部材のばね性を利用して、第２
ばね部材に形成された凸部を第１固定部の有する凹部に係合することにより、アーム部材
をアーム支持部に簡易な構成で確実に固定することができる。逆に、アーム部材をアーム
支持部から外すことが簡単に行なえる。これにより、アーム部材のアーム固定部への着脱
が簡易な構成で確実に行なうことができる。
【００１７】
　［適用例６］上記適用例に係るスクリーンにおいて、第１固定部は、凸部が形成された
第３ばね部材を有し、第２固定部は、凸部に係合する凹部を有することが好ましい。
【００１８】
　このような構成によれば、第１固定部の有する第３ばね部材のばね性を利用して、第３
ばね部材に形成された凸部を第２固定部の有する凹部に係合することにより、アーム部材
をアーム支持部に簡易な構成で確実に固定することができる。逆に、アーム部材をアーム
支持部から外すことが簡単に行なえる。これにより、アーム部材のアーム固定部への着脱
が簡易な構成で確実に行なうことができる。
【００１９】
　［適用例７］上記適用例に係るスクリーンにおいて、スクリーンが設置される設置面に
当接し、固定支柱に接続してスクリーンを起立させて支持する脚部を有する支持脚を備え
ることが好ましい。
【００２０】
　このような構成によれば、スクリーンは、脚部を有し固定支柱に接続する支持脚を備え
ている。これにより、脚部が設置面に当接し、スクリーンを起立させて支持することで、
スクリーンの安定した設置状態を維持できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２１】
　以下、実施形態を図面に基づいて説明する。
　（実施形態）
【００２２】
　図１、図２は、本実施形態に係るスクリーンの概略構成を示す斜視図である。なお、図
１は、スクリーン１を画像光が入射する前面側から見た斜視図であり、図２は、スクリー
ン１を背面側から見た斜視図である。図１、図２を参照して、スクリーン１の構成を説明
する。なお、以降に記載する「左」、「右」は、スクリーン１の背面側から見た場合の左
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右を意味するものとする。
【００２３】
　スクリーン１は、例えば、図示省略するプロジェクタなどから拡大投射された画像光が
投影される。このスクリーン１は、図１、図２に示すように、画像投影部１０と支持脚２
０とで大略構成されている。
【００２４】
　画像投影部１０は、図２に示すように、画像光が投影される部分であるスクリーン本体
１２と、スクリーン本体１２の対向する両端部に設置した支持部１３と、アーム固定部１
４と、アーム部材１５と、固定支柱１６とを備えている。また、スクリーン本体１２は、
可撓性を有してシート状に形成され、前面側に入射した画像光を反射して表示する反射型
スクリーンで構成されている。また、スクリーン本体１２と支持部１３とにより、スクリ
ーン部１１が構成されている。
【００２５】
　支持部１３は、図２に示すように、本実施形態では、スクリーン本体１２の背面側で、
左右方向の両端部に沿って延出し、略矩形板状に形成され、スクリーン本体１２の左右の
両端部を支持している。支持部１３は、スクリーン本体１２の左端部を支持する第１支持
部１３１と、右端部を支持する第２支持部１３２とで構成されている。
【００２６】
　第１支持部１３１は、本実施形態では、詳細には、スクリーン本体１２の背面側の左端
部を、スクリーン本体１２の上下方向の長さと同様の長さを有する略板状の部材で覆う第
１支持部本体１３１１で構成されている。第１支持部本体１３１１は、図示省略する両面
接着部材などにより、対向するスクリーン本体１２の背面側を固定して支持している。こ
の第１支持部本体１３１１は、本実施形態では、合成樹脂部材で形成されており、合成樹
脂部材による剛性により、スクリーン本体１２の左端部での可撓性を規制している。なお
、第１支持部本体１３１１を形成する部材は、スクリーン本体１２の可撓性を規制する部
材であればよく、部材の種類は問わない。
【００２７】
　第１支持部本体１３１１には、その上下方向の端部に第２接続部としての２つの係合用
孔部１３１２，１３１３が備えられている。係合用孔部１３１２は、後述するアーム部材
１５の第１アーム部材１５１の有する第１接続部としての接続部１５１２と係合する。ま
た、係合用孔部１３１３は、後述するアーム部材１５の第２アーム部材１５２の有する第
１接続部としての接続部１５２２と係合する。
【００２８】
　第２支持部１３２は、第１支持部１３１と略同様に構成され、本実施形態では、スクリ
ーン本体１２の左右を２分する中心線に対して第１支持部１３１と対称形状に形成されて
いる。詳細には、第２支持部１３２は、スクリーン本体１２の背面側の右端部を、スクリ
ーン本体１２の上下方向の長さと同様の長さを有する略板状の部材で覆う第２支持部本体
１３２１で構成されている。第２支持部本体１３２１は、図示省略する両面接着部材など
により、対向するスクリーン本体１２の背面側を固定して支持している。この第２支持部
本体１３２１は、本実施形態では、合成樹脂部材で形成されており、合成樹脂部材による
剛性により、スクリーン本体１２の右端部での可撓性を規制している。なお、第２支持部
本体１３２１を形成する部材は、スクリーン本体１２の可撓性を規制する部材であればよ
く、部材の種類は問わない。
【００２９】
　第２支持部本体１３２１には、その上下方向の端部に第２接続部としての２つの係合用
孔部１３２２，１３２３が備えられている。係合用孔部１３２２は、後述するアーム部材
１５の第３アーム部材１５３の有する第１接続部としての接続部１５３２と係合する。ま
た、係合用孔部１３２３は、後述するアーム部材１５の第４アーム部材１５４の有する第
１接続部としての接続部１５４２と係合する。なお、第１接続部、第２接続部の詳細は後
述する。
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【００３０】
　図３は、アーム固定部周辺の拡大図である。図４は、アーム固定部の概略部分断面図で
あり、図４（ａ）は、第３アーム部材をアーム固定部に装着する途中の状態を示す断面図
であり、図４（ｂ）は、第３アーム部材のアーム固定部への装着が完了した状態を示す断
面図である。なお、図４は、スクリーン本体１２に略平行な平面で切断した状態の断面図
を示している。また、図４は、詳細には、第３アーム部材１５３を着脱自在に固定するア
ーム支持部１４３及び第２固定部を示している。図２～図４を参照して、アーム固定部１
４の構成、アーム部材１５の構成、及びアーム部材１５のアーム固定部１４への装着を説
明する。
【００３１】
　アーム固定部１４は、後述する固定支柱１６（第１固定支柱１６１）の上端部に設置さ
れ、本実施形態では、後述する４つのアーム部材１５を着脱自在に固定するものである。
アーム固定部１４は、図２、図３に示すように、略円柱形状をなし、第１固定枠１４１と
第２固定枠１４２とを有して構成されている。アーム固定部１４は、第１固定枠１４１と
第２固定枠１４２とにより、固定支柱１６を挟持し、固定ねじ１４８を用いてねじ締めす
ることで、第１固定枠１４１と第２固定枠１４２とが固定されると共に固定支柱１６を構
成する第１固定支柱１６１に一体に固定される。
【００３２】
　また、アーム固定部１４は、図３、図４に示すように、後述するアーム部材１５の他方
の端部を支持するアーム支持部１４３と、アーム部材１５の他方の端部をアーム支持部１
４３に固定する第２固定部としての固定ばね１４４とを有して構成されている。この固定
ばね１４４は、第２ばね部材としても構成されている。なお、アーム固定部１４には、ア
ーム支持部１４３及び固定ばね１４４を１セットとして、同様の構成で、４つのアーム部
材１５に対応させて、所定の角度で４セット設置されている。
【００３３】
　アーム支持部１４３は、アーム固定部１４の側面で、アーム部材１５の他方の端部を挿
入させるための支持孔１４３１が形成されている。この支持孔１４３１は、アーム部材１
５を突出した形態で支持できるように形成されている。アーム支持部１４３は、その側面
に、溝部１４３２と開口部１４３３とが形成されている。なお、溝部１４３２は、後述す
る固定ばね１４４のばね性による移動量（撓み量）を加味したスペース１４３２ａを確保
して形成されている。
【００３４】
　固定ばね１４４は、図４に示すように、板ばねで構成されている。固定ばね１４４は、
板状に形成される固定ばね本体１４４１と、固定ばね本体１４４１の略中央部分に凸形状
を有する凸部１４４２が形成されている。そして、固定ばね１４４は、アーム支持部１４
３の開口部１４３３を介してアーム支持部１４３の内側に凸部１４４２が入り込んだ状態
となるように、溝部１４３２に固定ばね本体１４４１を挟み込んで固定されている。
【００３５】
　アーム部材１５は、断面略矩形の中空柱状をなしており、アーム固定部１４に装着し、
スクリーン部１１を張設（スクリーン本体１２に張力を付与して装着）するものである。
アーム部材１５は、本実施形態では、４つのアーム部材１５を用いている。図２、図３に
示すように、本実施形態では、アーム固定部１４の左上方向に装着されるアーム部材１５
を、第１アーム部材１５１とする。また、アーム固定部１４の左下方向に装着されるアー
ム部材１５を、第２アーム部材１５２とする。また、アーム固定部１４の右上方向に装着
されるアーム部材１５を、第３アーム部材１５３とする。そして、アーム固定部１４の右
下方向に装着されるアーム部材１５を、第４アーム部材１５４とする。
【００３６】
　アーム部材１５は、４つとも略同様に構成されている。但し、支持部１３に有する第２
接続部に接続する端部であるアーム部材１５の一方の端部に有する後述する第１接続部に
関しては、２種類で構成されている。本実施形態では、第１接続部は、第１アーム部材１
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５１と第２アーム部材１５２と第４アーム部材１５４とが同様に構成され、第３アーム部
材１５３のみが、他の３つのアーム部材１５と若干異なって構成される。アーム固定部１
４に着脱自在に固定されるアーム部材１５の他方の端部側に有する後述する第１固定部に
関しては４つとも同様に構成される。詳細は後述する。そこで、４つとも同様に構成され
るアーム部材１５の他方の端部側に有する第１固定部に関して、第３アーム部材１５３を
用いて構成及び動作を説明する。
【００３７】
　第３アーム部材１５３（アーム部材１５）は、詳細には、上述したように、断面略矩形
の中空柱状に形成される第３アーム部本体１５３１と、第２支持部１３２の第２接続部と
しての係合用孔部１３２２に係合させる第１接続部としての接続部１５３２と、アーム固
定部１４に固定する第１固定部としての係合用孔部１５３１ａとで大略構成されている。
なお、接続部１５３２に関しては後述する。また、本実施形態では、第３アーム部本体１
５３１は、アルミ合金製の部材を使用している。接続部１５３２は、合成樹脂部材を主に
形成されている。
【００３８】
　第３アーム部材１５３の係合用孔部１５３１ａは、凹部としての孔１５３１ｂを有して
いる。この係合用孔部１５３１ａの孔１５３１ｂは、図４に一部示すように、第３アーム
部本体１５３１の対向する側面側に２つの矩形状の孔として形成されている。この２つの
孔１５３１ｂにより、第３アーム部材１５３を図２に示すアーム固定部１４の右上部分だ
けでなく、４つの方向の全てに挿脱可能としている。これは、第１アーム部材１５１、第
２アーム部材１５２、第４アーム部材１５４も同様である。詳細には、４つのアーム支持
部１４３に設置される１つの固定ばね１４４を固定する位置に対応させるために、２つの
孔１５３１ｂを形成しており、結果的に、アーム部材１５は、いずれかのアーム支持部１
４３に装着可能となっている。
【００３９】
　図４（ａ）に示すように、第３アーム部材１５３をアーム固定部１４に固定（装着）す
る場合、第３アーム部材１５３の他端部を支持孔１４３１からアーム支持部１４３の内部
に挿入する。挿入を継続すると、第３アーム部材１５３の他端部が固定ばね１４４の凸部
１４４２に当接する。更に第３アーム部材１５３の挿入を維持すると、凸部１４４２は、
溝部１４３２のスペース１４３２ａに固定ばね本体１４４１が撓むことで、第３アーム部
材１５３の第３アーム部本体１５３１の外面を摺動する。そして、図４（ｂ）に示すよう
に、凸部１４４２が第３アーム部材１５３の凹部（孔１５３１ｂ）に係合する。この状態
となった場合。第３アーム部材１５３は、アーム支持部１４３（アーム固定部１４）に固
定（装着）される。
【００４０】
　なお、第３アーム部材１５３をアーム支持部１４３から取り外す場合には、この固定さ
れた状態で、第３アーム部材１５３を第３アーム部本体１５３１に沿った方向に引っ張る
ことになる。引っ張る力が所定値（固定ばね１４４のばね力）以上になると、凸部１４４
２と第３アーム部本体１５３１の係合用孔部１５３１ａの凹部（孔１５３１ｂ）とが、そ
れぞれ係合を外すことで、第３アーム部材１５３をアーム支持部１４３（アーム固定部１
４）から取り外すことができる。
【００４１】
　第３アーム部材１５３を例に、上述したと同様にして、残りの、第１アーム部材１５１
、第２アーム部材１５２、及び第４アーム部材１５４を、それぞれのアーム支持部１４３
に挿入して固定することにより、アーム固定部１４に４つのアーム部材１５を所定方向に
装着する（取り付ける）ことができる。また、固定したアーム部材１５をアーム固定部１
４から取り外すことができる。
【００４２】
　図５は、第３アーム部材と第２支持部との接続を示す斜視図である。図６は、第３アー
ム部材の第１接続部と第２支持部の第２接続部の概略断面図であり、図６（ａ）は、第２
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支持部が備える第２接続部の概略断面図であり、図６（ｂ）は、第３アーム部材が備える
第１接続部の概略断面図である。図７は、第３アーム部材の第１接続部と第２支持部の第
２接続部とが係合した状態を示す概略断面図である。図８は、第４アーム部材と第２支持
部との接続を示す斜視図である。図９は、第４アーム部材の第１接続部と第２支持部の第
２接続部の概略断面図である。なお、図６、図７に示す断面図は、第３アーム部材１５３
に沿って、スクリーン本体１２の面に垂直に切断した図である。図９に示す断面図も、第
４アーム部材１５４に沿って、スクリーン本体１２の面に垂直に切断した図であり、一部
（後述する挿入部固定突起１５４３ｄの部分）が、スクリーン本体１２の面に平行に切断
した図である。
【００４３】
　図５～図９を参照して、第３アーム部材１５３の第１接続部（接続部１５３２）、第４
アーム部材１５４の第１接続部（接続部１５４２）、及び第２支持部１３２の第２接続部
（係合用孔部１３２２，１３２３）の構成を説明する。また、第１接続部と第２接続部、
詳細には、接続部１５３２と係合用孔部１３２２、及び接続部１５４２と係合用孔部１３
２３の接続に関して説明する。
【００４４】
　図５に示すように、アーム固定部１４に固定された第３アーム部材１５３は、一方の端
部に第１接続部としての接続部１５３２を有している。また、スクリーン部１１を構成す
る第２支持部１３２の端部には、第２接続部としての係合用孔部１３２２が形成されてい
る。なお、係合用孔部１３２２は、スクリーン本体１２にも貫通して形成されている。な
お、第３アーム部材１５３の接続部１５３２と、第２支持部１３２の係合用孔部１３２２
との着脱により、第３アーム部材１５３と、スクリーン本体１２とを着脱する。
【００４５】
　図５、図６に示すように、第３アーム部材１５３に設置される第１接続部としての接続
部１５３２は、挿入部１５３３と延出部１５３４と係合部１５３５とで大略構成されてい
る。挿入部１５３３は、第３アーム部材１５３の第３アーム部本体１５３１の内周面に沿
った外形形状を有し、第３アーム部本体１５３１の端部から内部に窪んだ形状を有して形
成されている。
【００４６】
　この挿入部１５３３は、第３アーム部本体１５３１の端部面での使用者の手などへの傷
付けを防止する保護部１５３３ａを有する。また、挿入部１５３３は、後述する延出部１
５３４の突出規制部１５３４ｂと当接する突出規制突起１５３３ｂを有している。また、
挿入部１５３３は、後述するばね部材１５３８を案内する案内面１５３３ｃを有している
。また、挿入部１５３３は、第３アーム部本体１５３１の側面に形成する挿入部固定孔１
５３１ｃに係合して挿入部１５３３を第３アーム部本体１５３１内部に固定する挿入部固
定突起１５３３ｄを有している。なお、接続部１５３２は、この挿入部１５３３に案内さ
れて、第３アーム部本体１５３１に固定される。
【００４７】
　延出部１５３４は、第１接続部の本体を構成しており、第３アーム部本体１５３１の端
部から延出し、使用者に把持される把持部１５３４ａと、挿入部１５３３の突出規制突起
１５３３ｂに当接して、それ以上の突出を制限する突出規制部１５３４ｂと、突出するた
めのばね部材１５３８を案内する案内突起１５３４ｃとを有している。
【００４８】
　なお、ばね部材１５３８は、第１ばね部材として構成されている。また、ばね部材１５
３８は、圧縮コイルばねで構成されており、挿入部１５３３の案内面１５３３ｃと延出部
１５３４の案内突起１５３４ｃとで両端部を案内されて設置される。このばね部材１５３
８により、延出部１５３４及び後述する係合部１５３５は、第３アーム部本体１５３１の
端部から第３アーム部本体１５３１に沿った方向へ付勢される。
【００４９】
　延出部１５３４の有する把持部１５３４ａの先端には、係合部１５３５が構成されてい
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る。係合部１５３５は、把持部１５３４ａに接続する円板形状の固定板１５３５ｃと、溝
部１５３５ａと、先端に位置する引掛部１５３５ｂとで構成されている。
【００５０】
　このように構成される第３アーム部材１５３の接続部１５３２は、通常状態では、ばね
部材１５３８のばね力により、延出部１５３４（係合部１５３５）が第３アーム部本体１
５３１の端部から突出している。また、延出部１５３４（係合部１５３５）は、把持部１
５３４ａを把持して、ばね部材１５３８のばね力に抗して、第３アーム部本体１５３１側
に戻すこともできる。
【００５１】
　第２接続部としての係合用孔部１３２２は、図６に示すように、金属部材（アルミニウ
ムや真鍮など）で形成されるリベットとなる鳩目（はとめ）１３２２ａにより構成されて
いる。鳩目１３２２ａは、孔を有する第１筒状体１３２２ｂと、第１筒状体１３２２ｂの
孔より若干小さい孔を有する第２筒状体１３２２ｃとで構成されている。
【００５２】
　ここで、係合用孔部１３２２の形成方法に関して簡単に説明する。最初に、係合用孔部
１３２２が設置される第２支持部１３２とスクリーン本体１２の部位に、貫通孔を形成す
る。次に、この貫通孔に対応させて、第１筒状体１３２２ｂを第２支持部１３２の背面側
に設置し、スクリーン本体１２の前面側から第２筒状体１３２２ｃを貫通孔及び第１筒状
体１３２２ｂの孔に挿入する。その後、第２筒状体１３２２ｃの挿入した側となる外周端
部を治具を用いて、第１筒状体１３２２ｂに対し、折り返すように変形させる（カシメる
）ことにより形成される。
【００５３】
　第２支持部１３２とスクリーン本体１２は、この鳩目１３２２ａにより、挟持される。
また、第２接続部としての係合用孔部１３２２は、この鳩目１３２２ａにより、孔部１３
２２ｄを有して形成される。
【００５４】
　図８に示すように、アーム固定部１４に固定された第４アーム部材１５４は、一方の端
部に第１接続部としての接続部１５４２を有している。また、スクリーン部１１を構成す
る第２支持部１３２の端部には、第２接続部としての係合用孔部１３２３が形成されてい
る。そして、第４アーム部材１５４の接続部１５４２（詳細には、係合部１５４５）と、
第２支持部１３２の係合用孔部１３２３との着脱により、第４アーム部材１５４と、スク
リーン本体１２とを着脱する。
【００５５】
　なお、第４アーム部材１５４に有する接続部１５４２は、上述した第３アーム部材１５
３に有する接続部１５３２と略同様に構成されており、異なる部分は、ばね部材１５３８
を用いていないことである。図９に示すように、第４アーム部材１５４に設置される第１
接続部としての接続部１５４２は、挿入部１５４３と延出部１５４４と係合部１５４５と
で大略構成されている。また、挿入部１５４３と延出部１５４４と係合部１５４５とは一
体に形成されている。
【００５６】
　第３アーム部材１５３の接続部１５３２と異なる部分は、第３アーム部材１５３の接続
部１５３２は、延出部１５３４（係合部１５３５）が、ばね部材１５３８により可動した
のに対して、第４アーム部材１５４の接続部１５４２は、可動せず、第４アーム部材１５
４の端部に固定されることである。外観上は、第３アーム部材１５３の接続部１５３２と
第４アーム部材１５４の接続部１５４２とでは、略同様の形態をしている。
【００５７】
　詳細には、図９に示すように、第４アーム部材１５４の接続部１５４２の挿入部１５４
３は、第４アーム部材１５４の第４アーム部本体１５４１の内周面に沿った外形形状を有
し、第４アーム部本体１５４１の端部から内部に挿入されている。この挿入部１５４３は
、第４アーム部本体１５４１の端部面での使用者の手などへの傷付けを防止する保護部１
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５４３ａを有する。また、挿入部１５４３は、第４アーム部本体１５４１の側面に形成す
る挿入部固定孔１５４１ｃに係合して挿入部１５４３を第４アーム部本体１５４１内部に
固定する挿入部固定突起１５４３ｄを有している。なお、接続部１５４２は、この挿入部
１５４３に案内されて、第４アーム部本体１５４１に固定される。
【００５８】
　延出部１５４４は、挿入部１５４３に接続して第４アーム部本体１５４１の端部から延
出し、使用者に把持される把持部１５４４ａ（把持部１５３４ａと同様）を有している。
また、延出部１５４４の有する把持部１５４４ａの先端には、係合部１５４５が構成され
ている。係合部１５４５は、把持部１５４４ａに接続する円板形状の固定板１５４５ｃと
、溝部１５４５ａと、先端に位置する引掛部１５４５ｂとで構成されている。係合部１５
４５の構成は、上述した第３アーム部材１５３の係合部１５３５と同様に構成されている
。
【００５９】
　上述したように、第４アーム部材１５４の接続部１５４２は、第４アーム部本体１５４
１の端部から所定の距離で延出して固定されている。なお、本実施形態では、他のアーム
部材１５となる、第１アーム部材１５１及び第２アーム部材１５２は、第４アーム部材１
５４と同一の構成及び構造をなしている。そのため、図２に示すように、第１アーム部材
１５１の第１接続部としての接続部１５１２、第２アーム部材１５２の第１接続部として
の接続部１５２２は、第４アーム部材１５４の接続部１５４２と同様に構成される。従っ
て、接続部１５１２，１５２２の説明は省略する。
【００６０】
　なお、第４アーム部材１５４の接続部１５４２と接続する第２支持部１３２に形成され
る係合用孔部１３２３は、上述した係合用孔部１３２２と同様に構成されている。図９に
は、係合用孔部１３２３に対して、係合用孔部１３２２と同様の符号を付記している。な
お、第１支持部１３１に形成される係合用孔部１３１２，１３１３も上述した係合用孔部
１３２２と同様に構成されている。従って、係合用孔部１３２３，１３１２，１３１３の
説明は省略する。
【００６１】
　次に、第４アーム部材１５４の接続部１５４２（係合部１５４５）と、スクリーン本体
１２（スクリーン部１１）の係合用孔部１３２３とを係合させる動作を図９を参照して説
明する。
  使用者は、一方の手でスクリーン部１１の第２支持部１３２を把持し、また、他方の手
で接続部１５４２（延出部１５４４）の把持部１５４４ａを把持する。そして、使用者は
、接続部１５４２（係合部１５４５）の引掛部１５４５ｂを、係合用孔部１３２３の孔部
１３２２ｄに対して背面側から挿入してスクリーン本体１２の表面側に出し、鳩目１３２
２ａの第２筒状体１３２２ｃに引っ掛ける。そして、接続部１５４２（係合部１５４５）
の溝部１５４５ａが、係合用孔部１３２３の孔部１３２２ｄの内面に当接するように手で
調節する。
【００６２】
　この調節により、接続部１５４２（係合部１５４５）の引掛部１５４５ｂを、第２筒状
体１３２２ｃの外面に当接させ、接続部１５４２（係合部１５４５）の溝部１５４５ａを
、係合用孔部１３２３の孔部１３２２ｄの内面に当接させ、また、接続部１５４２（係合
部１５４５）の固定板１５４５ｃを、第１筒状体１３２２ｂの外面に当接させる。これに
より、接続部１５４２（係合部１５４５）の引掛部１５４５ｂと固定板１５４５ｃとが、
鳩目１３２２ａを挟持する形態となることで、接続部１５４２（係合部１５４５）に係合
用孔部１３２３を係合させることができる。
【００６３】
　次に、図２～図９を参照して、アーム部材１５へのスクリーン本体１２（スクリーン部
１１）の取り付け動作を説明する。また、以降の説明の中で、第３アーム部材１５３の接
続部１５３２と係合用孔部１３２２との取り付けも含めて説明する。
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【００６４】
　最初に、使用者は、アーム部材１５をアーム固定部１４に固定する。これは、前述した
ように、４つのアーム部材１５の他方の端部を、それぞれの支持孔１４３１からアーム支
持部１４３の内部にそれぞれ挿入することにより固定される。なお、本実施形態では、図
２に示すように、アーム固定部１４の左上方向に第１アーム部材１５１を固定し、アーム
固定部１４の左下方向に第２アーム部材１５２を固定し、アーム固定部１４の右上方向に
第３アーム部材１５３を固定し、アーム固定部１４の右下方向に第４アーム部材１５４を
固定する。これにより、アーム固定部１４を中心にアーム部材１５が４方向に放射状に取
り付けられた状態となる。
【００６５】
　なお、本実施形態では、上述したように、第３アーム部材１５３のみが、他の３つのア
ーム部材１５と異なっており、第１アーム部材１５１、第２アーム部材１５２、及び第４
アーム部材１５４は、同じ構成（同一種類）のものである。本実施形態では、説明の便宜
上、それぞれのアーム部材１５に符号を付記している。
【００６６】
　４つのアーム部材１５をアーム固定部１４に固定した後、使用者は、第１アーム部材１
５１の接続部１５１２にスクリーン部１１の係合用孔部１３１２を係合させる。そのため
に、使用者は、巻回されたスクリーン部１１を一方の手で把持し、他方の手で第１支持部
１３１を把持し、第１支持部１３１に構成された係合用孔部１３１２を、第１アーム部材
１５１の接続部１５１２に取り付ける。なお、第１アーム部材１５１の接続部１５１２は
、第４アーム部材１５４の接続部１５４２と同様に構成されており、接続部１５１２の図
示しない係合部と係合用孔部１３１２とを、第４アーム部材１５４の接続部１５４２の係
合部１５４５と同様の動作で係合させる。
【００６７】
　次に、使用者は、第２アーム部材１５２の接続部１５２２にスクリーン部１１の係合用
孔部１３１３を係合させる。そのために、使用者は、第１アーム部材１５１の接続部１５
１２にスクリーン部１１の係合用孔部１３１２を係合させた状態で、第１支持部１３１に
構成された係合用孔部１３１３を、第２アーム部材１５２の接続部１５２２に取り付ける
。なお、第２アーム部材１５２の接続部１５２２も、第４アーム部材１５４の接続部１５
４２と同様に構成されており、接続部１５２２の図示しない係合部と係合用孔部１３１３
とを、第４アーム部材１５４の接続部１５４２の係合部１５４５と同様の動作で係合させ
る。
【００６８】
　次に、使用者は、第３アーム部材１５３の接続部１５３２にスクリーン部１１の係合用
孔部１３２２を係合させる。ここで、図６、図７を参照して係合のさせ方を説明する。
  使用者は、一方の手でスクリーン部１１の第２支持部１３２を把持し、また、他方の手
で第３アーム部材１５３の接続部１５３２（延出部１５３４）の把持部１５３４ａを把持
する。
【００６９】
　なお、第３アーム部材１５３の接続部１５３２は、図６に示すように、通常状態では、
ばね部材１５３８のばね力により、延出部１５３４（係合部１５３５）が第３アーム部本
体１５３１の端部から突出している。なお、図６に示す図は、接続部１５３２と係合用孔
部１３２２との位置のズレ（延出部１５３４の突出量）も示している。そのため、使用者
は、一方の手で、接続部１５３２（延出部１５３４）の把持部１５３４ａを把持して、接
続部１５３２（延出部１５３４）を第３アーム部本体１５３１側に戻す。
【００７０】
　そして、前述の動作により、第１アーム部材１５１の接続部１５１２、及び第２アーム
部材１５２の接続部１５２２に係合させたスクリーン部１１を第３アーム部材１５３の接
続部１５３２の方向に、他方の手で引っ張る。その状態で、第３アーム部本体１５３１側
に戻した係合部１５３５の引掛部１５３５ｂを係合用孔部１３２２の孔部１３２２ｄに対
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して背面側から挿入して表面側に出し、鳩目１３２２ａの第２筒状体１３２２ｃに引っ掛
ける。その際、係合部１５３５の溝部１５３５ａが、係合用孔部１３２２の孔部１３２２
ｄの内面に当接するように調節する。
【００７１】
　その後、手を放すと、図７に示すように、引掛部１５３５ｂが、第２筒状体１３２２ｃ
の外面に当接し、係合部１５３５の溝部１５３５ａが、係合用孔部１３２２の孔部１３２
２ｄの内面に当接し、また、固定板１５３５ｃが、第１筒状体１３２２ｂの外面に当接す
る。これにより、係合部１５３５の引掛部１５３５ｂと固定板１５３５ｃとが、鳩目１３
２２ａを挟持する状態となることで、係合部１５３５に係合用孔部１３２２を係合させる
ことができる。
【００７２】
　第３アーム部材１５３の接続部１５３２にスクリーン部１１の係合用孔部１３２２を係
合させた後、使用者は、第４アーム部材１５４の接続部１５４２にスクリーン部１１の係
合用孔部１３２３を係合させる。なお、第４アーム部材１５４の接続部１５４２にスクリ
ーン部１１の係合用孔部１３２３を係合させる場合、使用者は、第２支持部１３２を把持
する手でスクリーン本体１２を接続部１５４２方向に引っ張ることが必要となる。以降の
動作は、上述したため説明を省略する。
【００７３】
　上述した動作により、アーム部材１５へのスクリーン本体１２（スクリーン部１１）の
取り付け（装着）が完了する。そして、装着されたスクリーン本体１２は、スクリーン本
体１２の４つの略コーナ部を、各アーム部材１５のアーム部本体１５１１，１５２１，１
５３１，１５４１に沿った方向に張力を加えられた状態（張設された状態）となる。
【００７４】
　なお、第３アーム部材１５３の接続部１５３２は、ばね部材１５３８により、第３アー
ム部本体１５３１の端部の方向に常に突出させる（押す）力が加わっている。そのため、
第３アーム部本体１５３１及び第２アーム部本体１５２１に沿った方向のスクリーン本体
１２には、第１アーム部本体１５１１及び第４アーム部本体１５４１に沿った方向に加わ
る張力より高い張力が加わることになる。
【００７５】
　なお、スクリーン本体１２は、支持部１３により左右両端部が支持されているため、こ
の張力の違いは、スクリーン本体１２全体に略均一化されて、スクリーン本体１２全体に
加わる張力を向上させる。また、ばね部材１５３８のばね力は、使用者の力で、押し戻す
ことができ、また、第３アーム部材１５３に、ばね部材１５３８を用いず、他のアーム部
材１５と同様のアーム部材を用いた場合に加わる張力よりも高い張力が加わるように設定
されている。
【００７６】
　なお、スクリーン本体１２（スクリーン部１１）をアーム部材１５から取り外す（分解
する）場合には、使用者は、取り付けとは逆の手順で、接続部１５１２，１５２２，１５
３２，１５４２から、係合用孔部１３１２，１３１３，１３２２，１３２３を、それぞれ
取り外すことにより行なうことができる。また、スクリーン本体１２（スクリーン部１１
）をアーム部材１５から取り外した後、各アーム部材１５をアーム固定部１４に対して、
アーム部本体１５１１，１５２１，１５３１，１５４１に沿った方向にそれぞれ引っ張る
ことで、アーム部材１５をアーム固定部１４から取り外すことができる。
【００７７】
　また、取り外したスクリーン部１１は、第１支持部１３１又は第２支持部１３２を芯と
してスクリーン本体１２を巻き取るように収納することができる。このように巻き取るこ
とで、スクリーン本体１２の面に皺や折り癖などを付き難くさせることができる。
【００７８】
　ここで、図３に戻り、支柱固定部１６３の構成及び動作に関して説明する。
  支柱固定部１６３は、図３に示すように、第２固定支柱１６２の上端部に設置されてい
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る。支柱固定部１６３は、支柱固定部本体１６３１と、回動軸１６３２により支柱固定部
本体１６３１に回動可能に軸支されて固定されるレバー部１６３３とで構成されている。
そして、レバー部１６３３を上方向に回転させた場合、支柱固定部本体１６３１の内面側
に形成する当接部（図示省略）が第１固定支柱１６１の側面部への当接を解除する。これ
により、第１固定支柱１６１は第２固定支柱１６２に対して進退自在となる。また、レバ
ー部１６３３を下方向に回転させた場合、当接部（図示省略）が第１固定支柱１６１の側
面部への当接を行なう。これにより、第１固定支柱１６１は当接部（図示省略）との摩擦
力により第２固定支柱１６２に対して固定される。
【００７９】
　図１０は、支持脚の概略構成を示す斜視図である。なお、図１０は、支持脚２０をスク
リーン１の第１支持部１３１側から見た斜視図であり、図面の左側がスクリーン１の前面
側となる。また、図１０は、支持脚２０の脚部２１を固定支柱１６に対して最大に展開し
た状態を示している。図２、図３、及び図１０を参照して、支持脚２０の構成及び動作を
簡潔に説明する。
【００８０】
　支持脚２０は、画像投影部１０を支持する部分であり、本実施形態では、固定支柱１６
（第２固定支柱１６２）と、３つの脚部２１と、脚固定部２２と、脚スライド部２３とを
備えて構成されている。
【００８１】
　第２固定支柱１６２は、上下方向に延出し、水平断面が略トラック形状の中空柱状の部
材で形成されている。なお、第２固定支柱１６２は、第１固定支柱１６１（図２、図３参
照）とで、固定支柱１６を構成している。そして、第２固定支柱１６２の上端部から第１
固定支柱１６１を挿通して第１固定支柱１６１の延出長さを調整した後、第２固定支柱１
６２の上端部に設置される支柱固定部１６３（図２、図３参照）により、第１固定支柱１
６１を第２固定支柱１６２に固定することで、画像投影部１０を支持固定することができ
る。すなわち、第１固定支柱１６１の第２固定支柱１６２に対する延出長さを調整するこ
とにより、スクリーン本体１２の設置面（例えば、床面）からの高さを調整することがで
き、支柱固定部１６３で固定することができる。
【００８２】
　脚部２１は、３方向に展開する。それぞれの脚部２１は、固定支柱１６（第２固定支柱
１６２）に対して最大に展開した状態（この状態を開状態と呼称する）で、第２固定支柱
１６２を起立させると共に、画像投影部１０を起立させて支持する。開状態は、スクリー
ン１の使用状態における脚部２１の状態である。
【００８３】
　また、それぞれの脚部２１は、固定支柱１６（第２固定支柱１６２）に対して折り畳ん
だ状態（この状態を閉状態（図示省略）と呼称する）とすることができる。閉状態は、脚
部２１の収納時の状態であり、スクリーン１の非使用時（保管時や運搬時）に好適となる
脚部２１の状態である。
【００８４】
　なお、本実施形態では、支持脚２０は、３つの脚部２１において、スクリーン１の前面
側で、スクリーン本体１２に対して略垂直方向に１つの脚部２１を展開している。この脚
部２１を脚部２１Ａとする。そして、本実施形態では、支持脚２０は、他の２つの脚部２
１を、固定支柱１６を中心として、脚部２１Ａに対してそれぞれ略１２０°回転した方向
に展開させることで、スクリーン１の背面側に展開している。この２つの脚部２１を、脚
部２１Ｂ，２１Ｃとする。
【００８５】
　脚固定部２２は、３つの脚部２１を回動可能に軸支して第２固定支柱１６２に固定する
部材である。また、脚スライド部２３は、第２固定支柱１６２に沿ってスライド自在に支
持され、３つの脚部２１を回動可能に軸支する部材である。なお、脚スライド部２３は、
脚固定部２２に対して離間及び近接するように第２固定支柱１６２に沿ってスライドする
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ことにより、３つの脚部２１が従動し、脚部２１を近接（折り畳み）及び離間（展開）さ
せる。
【００８６】
　３つの脚部２１（２１Ａ，２１Ｂ，２１Ｃ）は、それぞれ、脚本体２１１と当接部２１
２と脚規制部材２１５とを有している。なお、３つの脚部２１は、同様の部材を有して同
様に構成されているため、以下では、１つの脚部２１（脚部２１Ａ）を中心に説明する。
【００８７】
　脚本体２１１は、中空柱状の棒状部材で形成される。当接部２１２は、脚本体２１１の
一方の端部に設置され、摩擦抵抗が高く、設置面を傷付けない合成樹脂部材などで形成さ
れて床面などの設置面に当接する。
【００８８】
　脚規制部材２１５は、丸棒の金属部材で形成され、図１０に示すように、両端部が互い
に同方向で略垂直に曲げられた接続部２１５１を有して構成されている。そして、脚規制
部材２１５は、一方の端部となる接続部２１５１が、脚本体２１１の略中央に形成した連
結孔に挿通され、挿通した接続部２１５１を回動軸として、脚本体２１１を回動可能に軸
支して連結する。なお、脚固定部２２には、第２固定支柱１６２の下端部に固定され、突
出して形成される突起部２２１を有し、その突起部２２１に形成した連結孔に、脚規制部
材２１５の他方の端部となる接続部２１５１が挿通され、接続部２１５１を回動軸として
、脚規制部材２１５を回動可能に軸支する。
【００８９】
　脚スライド部２３は、円筒形状に延設され、第２固定支柱１６２を挿通し、第２固定支
柱１６２に沿ってスライド自在に形成された脚スライド部本体２３１を有する。また、脚
スライド部２３は、脚スライド部本体２３１の外形側面において、脚固定部２２に形成す
る突起部２２１の３方向と同方向に突出して形成される脚スライド軸支部２３２を有して
構成される。また、脚スライド部２３は、脚スライド部本体２３１の外形側面において、
上方側で、スクリーン本体１２側の逆側となる部位には、第２固定支柱１６２の延設方向
と略直交し、水平方向（スクリーン１の左右方向）に延設され、円柱形状に形成される把
持部２３３を有している。
【００９０】
　脚スライド軸支部２３２には、先端側の側面を切り欠き、上方側から下方側に向けて窪
んだ凹形状を有する案内溝２３２１が形成されている。そして、脚スライド軸支部２３２
は、案内溝２３２１の内部に脚本体２１１の他方の端部を案内した状態で、共通の回動軸
２３２３により、脚本体２１１を回動可能に軸支して連結する。
【００９１】
　支持脚２０の脚部２１を展開する場合、最初に、使用者は、支持脚２０の脚部２１が閉
じられた閉状態の支持脚２０を設置面に当接させた状態とする。この状態で、使用者は、
第２固定支柱１６２を支えながら、脚スライド部２３の把持部２３３を把持して、下方向
（設置面の方向）に力を加えて押し下げる。この操作に従動して、脚スライド部２３が下
方向にスライドを開始する。この動作に従動して、脚スライド軸支部２３２に軸支される
脚本体２１１が下方向にスライドすると共に、回動軸２３２３を中心に回動する。なお、
脚本体２１１は、脚規制部材２１５に規制されながら回動を行なう。
【００９２】
　なお、脚スライド部２３を下方向にスライドさせた場合、脚スライド部２３に連結する
３つの脚部２１（２１Ａ，２１Ｂ，２１Ｃ）は、略同時に上述した動作を行ない、脚部２
１が展開する方向に動作する。その結果、図１０に示すように、脚部２１Ａは、スクリー
ン１の前面側のスクリーン本体１２に対して略垂直方向に展開する。また、その他の脚部
２１Ｂ，２１Ｃもそれぞれの方向に展開する。
  以上の動作により、支持脚２０の脚部２１を展開させることができる。
【００９３】
　なお、図１０に示す脚部２１が開状態から、脚部２１を閉状態とさせるには、上述した
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と逆の動作を行なわせることで行なえる。詳細には、使用者は、脚スライド部２３の把持
部２３３を把持して、上方向に力を加えることにより、脚スライド部２３を第２固定支柱
１６２に沿って上方向にスライドさせることにより、上述したと逆の動作が行なわれ、閉
状態とさせることができる。
【００９４】
　なお、スクリーン１は、スクリーン部１１（スクリーン本体１２と支持部１３）と、ア
ーム部材１５と、支持脚２０（第１固定支柱１６１に固定されるアーム固定部１４を含む
）との３つの部分に分解される。そして、スクリーン１を保管する場合には、上述したよ
うに、スクリーン部１１は、支持部１３を芯にスクリーン本体１２を巻き付ける。アーム
部材１５は、４つのアーム部材１５をまとめて束ねる、支持脚２０は、脚部２１を閉状態
とさせる。その状態にして、保管用の袋などに収納して保管を行なう。
【００９５】
　上述した、実施形態によれば以下の効果が得られる。
  （１）本実施形態のスクリーン１は、可撓性を有し、画像光が投影されるスクリーン本
体１２と、スクリーン本体１２に張力を付与するアーム部材１５と、スクリーン本体１２
の対向する両端部を規制して支持する支持部１３と、を備えている。このような構成によ
れば、アーム部材１５で、スクリーン本体１２に張力を付与してスクリーン本体１２を張
設した場合に、支持部１３が、スクリーン本体１２の対向する両端部を、可撓性を規制し
て支持する。このような支持部１３により、スクリーン本体１２の折り癖による皺の発生
を低減することができ、平面度を向上させることができる。特に、従来は、スクリーン本
体１２の端部に折り癖や巻き癖が付き易くなっていたため、スクリーン本体１２の端部の
平面度が特に低下していたのに対し、支持部１３がスクリーン本体１２の対向する両端部
を支持することで端部の平面度を向上させることができる。また、支持部１３がスクリー
ン本体１２の対向する両端部を支持することで、スクリーン本体１２の面全体に張力を均
一にかけることができるため、従来に比べて平面度を向上させることができる。
【００９６】
　（２）本実施形態のスクリーン１において、スクリーン部１１（スクリーン本体１２）
を保管や運搬を行なう際、支持部１３（第１支持部１３１、第２支持部１３２）を基（芯
）にしてスクリーン本体１２を巻き取ることで、簡単で、コンパクトに、また一様に巻き
取ることができる。これにより、保管や運搬を行なう際、スクリーン本体１２の面に皺や
折り癖が付くことを従来に比べて大幅に低減することができる。また、剛性を有する支持
部１３を芯とするため、巻き取った後で、スクリーン本体１２が折れた状態や曲がった状
態などで保管されることを低減できるため、更に皺や折り目などがスクリーン本体１２の
面に付くことを低減できる。
【００９７】
　（３）本実施形態のスクリーン１において、アーム部材１５の一方の端部には、第１接
続部（接続部１５１２，１５２２，１５３２，１５４２）を備え、支持部１３（第１支持
部１３１、第２支持部１３２）には、第２接続部（係合用孔部１３１２，１３１３，１３
２２，１３２３）を備え、第１接続部と第２接続部との着脱により、アーム部材１５とス
クリーン本体１２との着脱を行なう。このような構成によれば、アーム部材１５の一方の
端部に備える第１接続部と、支持部１３に備える第２接続部との着脱という簡易な操作で
アーム部材１５とスクリーン本体１２との着脱が行なえ、本実施形態では、第１接続部と
第２接続部とを互いに係合して接続することにより、スクリーン本体１２に張力を付与し
、皺の発生を低減させて張設することができる。また、互いの係合を外すことにより、ア
ーム部材１５からスクリーン本体１２を外す（分解する）ことができる。特に、第２接続
部を、支持部１３に備えるため、第２接続部周辺のスクリーン本体１２における皺の発生
を低減できる。
【００９８】
　（４）本実施形態のスクリーン１において、第１接続部（接続部１５３２）は、アーム
部材１５（第３アーム部材１５３）の一方の端部からアーム部材１５（第３アーム部材１
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５３）に沿った方向に付勢することで第１接続部の本体（接続部１５３２の延出部１５３
４）を突出可能とするばね部材１５３８を有することで、接続部１５３２は、スクリーン
本体１２に対して張力を更に付与することができる。これにより、スクリーン本体１２の
折り癖や巻き癖による皺の発生を更に低減することができ、平面度を更に向上させること
ができる。
【００９９】
　（５）本実施形態のスクリーン１において、アーム部材１５の他方の端部を着脱自在に
固定するアーム固定部１４は、固定支柱１６（第１固定支柱１６１）に設置される。また
、アーム固定部１４は、アーム部材１５の他方の端部側に有する第１固定部（係合用孔部
１５３１ａ）を、アーム固定部１４に有する第２固定部（固定ばね１４４）により、アー
ム固定部１４のアーム支持部１４３に固定する。これにより、アーム部材１５の他方の端
部を確実にアーム支持部１４３に支持して確実に固定することができる。また、アーム固
定部１４からアーム部材１５を外す（分解する）こともできる。
【０１００】
　（６）本実施形態のスクリーン１において、第１固定部（係合用孔部１５３１ａ）は凹
部としての孔１５３１ｂを有し、第２固定部は、凹部（孔１５３１ｂ）に係合する凸部１
４４２が形成された第２ばね部材としての固定ばね１４４を有して構成されている。この
ような構成によれば、第２固定部（固定ばね１４４）のばね性を利用して、固定ばね１４
４に形成された凸部１４４２を第１固定部（係合用孔部１５３１ａ）の有する凹部（孔１
５３１ｂ）に係合することにより、アーム部材１５をアーム支持部１４３に簡易な構成で
確実に固定することができる。逆に、アーム部材１５をアーム支持部１４３から外すこと
が簡単に行なえる。これにより、アーム部材１５のアーム固定部１４への着脱が簡易な構
成で確実に行なうことができる。これにより、アーム部材１５とアーム固定部１４との組
み立て、及び分解が簡単で確実に行なえる。
【０１０１】
　（７）本実施形態のスクリーン１において、スクリーン１が設置される設置面に当接し
、固定支柱１６に接続してスクリーン１を起立させて支持する脚部２１を有する支持脚２
０を備えている。従って、スクリーン１は、支持脚２０（脚部２１）を開状態として設置
面に当接させ、スクリーン１を起立させて支持することで、スクリーン１の安定した設置
状態を維持できる。
【０１０２】
　なお、上述した実施形態に限定されず、種々の変更や改良などを加えて実施することが
可能である。変形例を以下に述べる。
【０１０３】
　（変形例１）前記実施形態において、支持部１３（第１支持部１３１、第２支持部１３
２）は、スクリーン本体１２の左右の両端部を支持している。しかし、これに限られず、
支持部１３は、スクリーン本体１２の上下の両端部を支持してもよい。また、支持部１３
は、スクリーン本体１２の背面側に設置しているが、前面側に設置してもよいし、背面側
及び前面側の両面側に相対させて設置してもよい。
【０１０４】
　（変形例２）前記実施形態において、支持部１３（例えば、第２支持部１３２）には、
第２接続部（例えば、第２接続部としての係合用孔部１３２２，１３２３）を備えている
が、支持部１３に隣接するスクリーン本体１２に第２接続部を備えてもよい。
【０１０５】
　（変形例３）前記実施形態において、第３アーム部材１５３には、第３アーム部本体１
５３１の一方の端部から第１接続部の本体（接続部１５３２の延出部１５３４）を突出可
能とするばね部材１５３８を有している。しかし、これに限られず、ばね部材１５３８を
有さない他のアーム部材１５（第１アーム部材１５１など）で全てのアーム部材１５を構
成してもよい。
【０１０６】
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　（変形例４）前記実施形態において、ばね部材１５３８を有するアーム部材１５（第３
アーム部材１５３）は、スクリーン１の背面側で、アーム固定部１４の右上方向に装着さ
れる。しかし、これに限られず、ばね部材１５３８を有するアーム部材１５（第３アーム
部材１５３）は、４つの装着方向のいずれか１つに装着することでもよい。
【０１０７】
　（変形例５）前記実施形態において、１つのアーム部材１５である第３アーム部材１５
３に、ばね部材１５３８を有している。しかし、これに限られず、２つ以上のアーム部材
１５に有していてもよい。
【０１０８】
　（変形例６）前記実施形態において、アーム部材１５は４つ用いているが、５つ以上用
いてもよい。
【０１０９】
　（変形例７）前記実施形態において、アーム部材１５は４つ用いているが、３つ用いる
ことでもよい。その場合、アーム固定部１４を中心として、左側に２つ、右側に１つの構
成でもよい。その際、右側の１つは、支持部１３の長手方向の略中心に接続できるように
設けることがよい。また、左右の構成を逆にしてもよい。これにより、少ない本数のアー
ム部材１５で、安定してスクリーン本体１２を張設することができる。なお、支持部１３
がスクリーン本体１２の上下方向に設置された場合でも同様である。
【０１１０】
　（変形例８）前記実施形態において、第１固定部（係合用孔部１５３１ａ）は凹部とし
ての孔１５３１ｂを有し、第２固定部は、凹部（孔１５３１ｂ）に係合する凸部１４４２
が形成された第２ばね部材としての固定ばね１４４を有して構成されている。しかし、こ
れに限られず、第１固定部は、凸部が形成された第３ばね部材を有し、第２固定部は、凸
部に係合する凹部を有することでもよい。このような構成でも、第１固定部の有する第３
ばね部材のばね性を利用して、第３ばね部材に形成された凸部を第２固定部の有する凹部
に係合することにより、アーム部材をアーム支持部に簡易な構成で確実に固定することが
できる。逆に、アーム部材をアーム支持部から外すことが簡単に行なえる。これにより、
アーム部材のアーム固定部への着脱が簡易な構成で確実に行なうことができる。
【０１１１】
　（変形例９）前記実施形態において、第１固定部（係合用孔部１５３１ａ）は凹部とし
ての孔１５３１ｂを有しているが、孔でなくてもよく、凸部１４４２と係合する凹形状を
有して形成されていればよい。
【図面の簡単な説明】
【０１１２】
【図１】実施形態に係るスクリーンの概略構成を示す斜視図。
【図２】スクリーンの概略構成を示す斜視図。
【図３】アーム固定部周辺の拡大図。
【図４】アーム固定部の概略部分断面図であり、（ａ）は第３アーム部材をアーム固定部
に装着する途中の状態を示す断面図であり、（ｂ）は第３アーム部材のアーム固定部への
装着が完了した状態を示す断面図。
【図５】第３アーム部材と第２支持部との接続を示す斜視図。
【図６】第３アーム部材の第１接続部と第２支持部の第２接続部の概略断面図であり、（
ａ）は第２支持部が備える第２接続部の概略断面図、（ｂ）は第３アーム部材が備える第
１接続部の概略断面図。
【図７】第３アーム部材の第１接続部と第２支持部の第２接続部とが係合した状態を示す
概略断面図。
【図８】第４アーム部材と第２支持部との接続を示す斜視図。
【図９】第４アーム部材の第１接続部と第２支持部の第２接続部の概略断面図。
【図１０】支持脚の概略構成を示す斜視図。
【符号の説明】
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【０１１３】
　１…スクリーン、１０…画像投影部、１１…スクリーン部、１２…スクリーン本体、１
３…支持部、１４…アーム固定部、１５…アーム部材、１６…固定支柱、２０…支持脚、
２１…脚部、１３１…第１支持部、１３２…第２支持部、１４３…アーム支持部、１４４
…（第２固定部としての）固定ばね、１３１２，１３１３，１３２２，１３２３…（第２
接続部としての）係合用孔部、１３２２ａ…鳩目、１４３３…開口部、１４４２…凸部、
１５１２，１５２２，１５３２，１５４２…（第１接続部としての）接続部、１５３１ａ
…（第１固定部としての）係合用孔部、１５３１ｂ…（凹部としての）孔、１５３３…挿
入部、１５３４…延出部、１５３５…係合部、１５３５ａ…溝部、１５３５ｂ…引掛部、
１５３５ｃ…固定板、１５３８…ばね部材。
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